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上尾市教育委員会９月定例会 議案 
  



 

 

議   案   名  

 

議案第５７号  令和７年度当初教職員人事異動方針について  --------------- １  

議案第５８号  上尾市平塚サッカー場管理規則の一部を改正する規則

の制定について  --------------------------------------------------- ３  

議案第５９号  上尾市学校運営協議会委員の任命について  ------------------ ４  

 

 

 

 

 

 



 

－ １ － 

議案第５７号  

令和７年度当初教職員人事異動方針について  

令和７年度当初人事異動方針について、下記のとおり定める。  

令和６年９月２７日提出  

上尾市教育委員会教育長   西  倉   剛      

記  

令和７年度当初教職員人事異動の方針  

令和６年９月   日   

上尾市教育委員会決定   

１  基本方針  

埼玉県教育委員会の「令和７年度当初教職員人事異動の方針について」

に基づき、適正な異動を推進する。   

(1) 本市教育界の活性化を図り、気風を刷新して教育効果を高めるため、

人材を抜擢
てき

し、適材を適時に適所に配置することを基本に異動を推進す

る。  

(2) 本市教育界の人材育成を期して、教職員の視野を広め職務経験を豊か

にするための異動を推進する。  

(3) 教育の機会均等を図るため、各学校の教職員組織の充実と均衡化に努

め、地域差・学校差を是正する。  

(4) 本市教育水準の向上を図るため、全市的視野から長期的展望に立っ

て、計画的に異動を実施する。  

(5) 新規採用教職員については、人材育成の観点及び学校間の教職員組織

の均衡を勘案して適切な配置に努める。   

(6) 役職定年後の教職員及び再任用職員については、豊かな経験を生かす

とともに、調和のとれた学校運営に資するため、全市的視野から適切な

配置に努める。  

２  退職  

(1) 退職については、職員の定年等に関する条例の定めるところによる。  

(2) 勧奨退職については、学校職員勧奨退職取扱要綱に定めるところによ

るものとする。   

３  転任・転補  

 (1 ) 魅力ある学校づくりを推進するため、教職員の特性、能力、勤務実績

及び職務経験並びに各学校の教職員構成及び地域社会との関係を考慮し

て、適材を適時に適所に配置する。  



 

－ ２ － 

(2) 人事異動にあたっては、教職員組織の充実を図るため、学校間の教職

員の性別、年齢、教科等の構成の均衡に配慮する。  

(3) 次の教員（教頭及び主幹教諭を除く。）、事務職員、学校栄養職員に

ついては、原則として異動を行わない。  

  ア  同一校在職３年未満の者  

  イ  産休・育休等を取得中及び妊娠中の者  

  ウ  休職中の者  

(4) 新採用の教員、事務職員及び学校栄養職員については、多様な経験を

積ませ、資質の向上を図るため、採用後６年以内に異動を行う。その

際、原則として市町村間の異動を行う。  

(5 ) 学校の気風の停滞を防ぐとともに、職務経験を豊かにするため、教員、

事務職員及び学校栄養職員は、同一校在職１０年以内に異動を行う。特

に、７年以上の者については、積極的に異動を行う。  

(6) 過員を調整するための異動については、優先して行う。また、小・中

学校間の異動については、資格及び特性等を考慮して行う。  

(7 ) 管理職の異動については、学校の効率的運営と適正な管理が行われる

よう、年齢・経験年数・特性等を考慮して行う。また、原則として、校

長・教頭の同時異動は行わない。  

(8 ) 女性教職員の異動については、個々の能力が十分に発揮できるよう配

慮する。  

(9 )   障害のある教職員の異動については、個々の障害の状況、能力、適性

等を考慮して行う。  

(10)  教職員の心身の状況に応じて、可能な範囲で人事上の配慮を行う。  

(11)  子育てや介護など、教職員の家庭状況に応じ、可能な範囲で人事上の

配慮を行う。 
 

 

 

 

 

 

提案理由  

令和７年度県費負担教職員に係る当初人事異動の実施に当たり、計画的

に適正な人事異動を推進するため、基本方針を定めたいので、この案を提

出する。  



 

－ ３ － 

議案第５８号  

   上尾市平塚サッカー場管理規則の一部を改正する規則の制定について  

 上尾市平塚サッカー場管理規則の一部を改正する規則を次のように定める。  

令和６年９月２７日提出  

           上尾市教育委員会教育長   西  倉   剛  

   上尾市平塚サッカー場管理規則の一部を改正する規則  

 上尾市平塚サッカー場管理規則（平成１８年上尾市教育委員会規則第４号）

の一部を次のように改正する。  

 第１条の２中「１０月１日」を「１１月１日」に、「４月３０日」を「３

月３１日」に改める。  

   附  則  

 この規則は、公布の日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

上尾市平塚サッカー場条例に規定する平塚サッカー場の早朝利用ができ

る期間を変更したいので、この案を提出する。  



 

－ ４ － 

議案第５９号  

上尾市学校運営協議会委員の任命について  

上尾市学校運営協議会委員に下記の者を任命する。  

令和６年９月２７日提出  

上尾市教育委員会教育長   西  倉   剛      

記  

任命［任期：令和７年３月３１日まで］  

上尾市立今泉小学校学校運営協議会委員  

選出  

区分  
氏  名  住  所  等  役職名等  備考  

２号
委員  磯部

い そ べ

 秀一
しゅういち

 上尾市今泉在住  元今泉区長  新任  

４号
委員  島村

しまむら

 博
ひろし

 上尾市地頭方在住  元市立小学校校長  新任  

 

【選出区分】  

１号委員：対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者  

２号委員：対象学校の所在する地域の住民  

３号委員：対象学校の運営に資する活動を行う者  

４号委員：学識経験者  

５号委員：その他教育委員会が適当と認める者  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

上尾市立今泉小学校学校運営協議会委員に欠員が生じたため、上尾市学

校運営協議会規則第７条第３項の規定により、その後任として任命したい

ので、この案を提出する。  


